
令和８年度 保育所安全計画【美童保育園】 

◎安全点検 
（１）施設・設備・園外環境（散歩コースや緊急避難先等）の安全点検 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

重点点検箇所 

・防火設備 
・避難経路 
・緊急連絡先 

・テラス・園庭遊具 
・散歩コース 
・冷房器具の点検 

・避難備品確認 
・水遊び用具 
・テラス・園庭遊具 

・テラス・園庭遊具 
・園舎全体(水道、トイレ、

建付け、高所等) 

・テラス・園庭遊具 
・空気清浄機 

・テラス・園庭遊具 
・通路 
・避難経路 

月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

重点点検箇所 
・テラス・園庭遊具 
・散歩コース 

・テラス・園庭遊具 
・通路 
・避難経路 

・テラス・園庭遊具 
・クリスマス用品点検 

・テラス・園庭遊具 
・避難経路 
・おゆうぎ会備品点検 

・テラス・園庭遊具 
・避難経路 

・テラス・園庭遊具 
・ひな壇点検 

 
（２）マニュアルの策定・共有 

 分野 策定時期 見直し（再点検）予定時期 掲示・管理場所 
 重大事故防止マニュアル 1～5 - - 

事務所内 
保育所安全計画ファイル 

1 ☑ 午睡 令和 5 年 3月 31 日 7 月 11 日 
2 ☑ 食事 令和 5 年 3月 31 日 7 月 11 日 
3 ☑ プール・水遊び 令和 5 年 3月 31 日 7 月 11 日 
4 ☑ 園外活動 令和 5 年 3月 31 日 7 月 11 日 
5 ☑ 保育環境 令和 5 年 3月 31 日 7 月 11 日 
6 感染マニュアル 令和 5 年 3月 31 日 7 月 11 日 
7 危機管理マニュアル 令和 5 年 5月 25 日 7 月 11 日 
8 総合訓練要領書(通報・消化・避難訓練) 令和 5 年 3月 31 日 7 月 11 日 
9 不審者対応マニュアル 令和 5 年 3月 31 日 7 月 11 日 
10 業務継続計画 令和 6 年 6月 12 日 7 月 11 日 

  



◎児童・保護者に対する安全指導等 
（１）児童への安全指導（保育所の生活における安全、災害や事故発生時の対応、交通安全等） 

 4~6 月 7~9 月 10~12 月 1~３月 

乳児・１歳以
上３歳未満児 

【安全指導】 
・スケッチブックシアターにて 
火災、不審者、遊具遊びのお約束、
プールでのお約束等 
【避難訓練】 
・火災報知機の音で集まる事を知
る 
・避難場所を知る 
・「どんちゃんみにいこう」(不審者) 
の合言葉で集まることを伝える 
・第一避難場所、第二避難場所を伝
える 
 

【安全指導】 
・スケッチブックシアターにて 
火災、不審者、遊具遊びのお約束、
プールでのお約束等 
【避難訓練】 
・担任以外の保育士の指示にも従
えるようにする 
・地震の意味と非難の必要性をス
ケッチブックシアターで伝える 
・自由遊び時、それぞれ違う場所か
ら火災報知機の音を聞いて保育者
の元へ集まれるように訓練する。 

【安全指導】 
・スケッチブックシアターにて 
火災、不審者、地震、遊具遊びのお
約束等の安全指導 
【避難訓練】 
・慌てず落ち着いて避難できるよ
う安心感を持たせる伝え方を行う 
・「どんちゃんみにいこう」(不審者) 
の合言葉で集まることができる 
・設定保育中以外の園外や午睡直
後などのイレギュラーにも対応で
きるよう避難訓練を実施する 

【安全指導】 
・スケッチブックシアターにて 
火災、不審者、地震、遊具遊びのお
約束等の安全指導 
【避難訓練】 
・慌てず落ち着いて避難できるよ
う安心感を持たせる伝え方を行う 
・「どんちゃんみにいこう」(不審者) 
の合言葉で集まることができる 
・設定保育中以外の園外や午睡直
後などのイレギュラーにも対応で
きるよう避難訓練を実施する 

（２）保護者への説明・共有 
 4~6 月 7~9 月 10~12 月 1~３月 

保護者 

・保護者駐車場使用時の説明 
・登降園時、園児から手を離さない 

・両親以外のお迎えはあらかじめ連絡を入れる 

・登降園表の記入について 
 

・緊急連絡時の連絡対応(LINE)の
使用に付いての説明を行う。 

・個人面談にて周知 
・お便り帳にて避難訓練実施の報告 

・保険だより、LINE にて周知 
・お便り帳にて避難訓練実施の報告 

 

・保険だより、LINE にて周知 
・お便り帳にて避難訓練実施の報告 

・保険だより、LINE にて周知 
・個人面談にて周知 

・お便り帳にて避難訓練実施の報告 

 



 
◎訓練・研修 
（１）訓練のテーマ・取組 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

避難 
訓練等 

・火災 火災 火災 火災 火災 火災 

その他   不審者 地震   

月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

避難 
訓練等 

火災 火災 火災 火災 火災 火災 

その他 不審者 地震   不審者 地震 

  
 
（２）訓練の参加予定者（全員参加を除く。） 

訓練内容 参加予定者 
火災・地震避難訓練 卓上教育は全職員が行い、当日出勤全職員が訓練する。 

不審者訓練 何回かに分けて、卓上・実施訓練を全職員が行う事。 
  

 
  



（３）職員への研修・講習（園内実施・外部実施を明記） 
 

園内研修 

4 月 5 月 6 月 7 月 
保育の基本・保育者としての 

基本を見直そう 
避難訓練計画について 

プール遊び・水遊びの 
安全確認について 

子どもを尊重する保育のために 
人権擁護のためのセルフチェックリスト 

8 月 9 月 10月 11月 

子育て支援と保護者支援 けいれん対応マニュアル 
アレルギー対応 
エピペン実施訓練 

不審者訓練及びマニュアル 
絵本読み合わせ 

12月 1 月 2 月 3 月 

乳幼児突然死症候群について 
園で取り組むべき児童虐待 

気になる子への対応 
人権擁護 

エピペン実施訓練 
救急救命 

 
（４）行政等が実施する訓練・講習スケジュール  ※所属する自治体・関係団体等が実施する各種訓練・講習スケジュールについて参加目途にかかわらずメモする 

 
11 月頃 児童虐待の初期対応について 
 

 
◎再発防止策の徹底（ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等） 

 
午睡中 13：30～30分程度、職員会議を行い共有、対策の話しあいを行っている。 
 

 
◎その他の安全確保に向けた取組（地域住民や地域の関係者と連携した取組、登降園管理システムを活用した安全管理等） 

 
地域との助け合い、不審者対策として、散歩時の地域住民に対しての職員・園児による挨拶、園周辺の日常的なごみ拾い及び周辺往来する人に対する挨拶励
行、防犯カメラの設置。 
 

 


